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高齢者と介護
日本は他国と比較して
施設で介護を受ける高齢者の割合が低い。
出典：OECD Health Data 2008, Paris and OECD Demographic and Labour Force Database

日本

施設 3.0%

自宅 9.8%

合計 12.8% 

■ 施設及び自宅で介護を受ける高齢者の割合
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オランダ

施設 6.9%

自宅 13.1%

合計 20.0% 

イギリス

施設 4.2%

自宅 6.9%

合計 11.1% 

フランス

施設 6.3%

自宅 3.5%

合計 9.8% 

11.1
9.8

20.0

13.1

6.9
4.2

6.9
3.5

6.3



CARE
 5 高齢者と介護
  

 1  介護ニーズ

　     日本では1963年に老人福祉法が制定されましたが、福祉制度は基本的には行政がサービス

の必要性や内容等を決めて実施してきたこともあり、質の向上やニーズに見合ったサービス基盤

の整備が進んでこなかったという指摘がされています。
     ●

   一方で高齢者の介護ニーズの多くを医療機関が引きうけることとなり、高齢者の「社会的入院」

と呼ばれるような長期入院等の問題が顕在化しました。1989年に始まったゴールドプランにより、

高齢者の福祉・介護基盤の整備が進み、1997年の介護保険法の制定に伴い、2000年度から

は従来の福祉サービスとは異なる新しい発想による介護保険制度が始まりました。
     ●

   初年度（2000年度）、介護保険の対象と認定されたのは約218万人、従来の特別養護老人ホー

ムや老人保健施設、介護療養病床といった施設費用を中心に約3.6兆円の介護給付費が介護

保険で賄われるようになりました。その後、民間事業者の参入等を背景に在宅サービスの基盤整

備も進み、現在では65歳以上の認定者は約497万人、介護費用は約8.3兆円と倍増し、そのうちの

約50％が在宅サービスとなっています。
     ●

   65歳以上の高齢者数2,960万人のうち、概ね6人に1人が認定を受けており、7人に1人が実際

に介護保険のサービスを利用し、約30人に1人が施設に入所していますが、視点を変えれば、介

護保険のサービスを受けている高齢者は17％にすぎず、残りの83％はその多くが少なくとも介護の

必要がないくらいには元気で、日々 の暮らしを送っているとみることもできます。

38



CARE

5 

高
齢
者
と
介
護

厚生労働省『介護保険事業状況報告』（2011.6）

介護サービス受給者数と費用

要介護等認定者数

受給者数
（千人、％）

 892.1

 2,301.5  69.4

 283.5  8.6

 858.9  25.9

 3,313.9  100.0

受給者１人あたり
費用額（円）

39,400

117,400

215,800

285,800

182,500

総数

65～74歳

75歳以上

4,970

648

4,322

17.1

2.2

14.9

̶

13.0

87.0

介護予防サービス総数

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

総数＊

介
護
サ
ー
ビ
ス

厚生労働省『介護給付費実態調査』（2011.5）
＊総数は上記３種サービスのうち少なくとも一つのサービスを受けていた人の数

認定者数
（千人）

高齢者全体に
占める割合（%）

要介護認定者に
占める割合（%）
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 2  要介護状態となる原因疾患

   「要介護」となる主な原因疾患としては、脳血管疾患、認知症、老衰、関節疾患、骨折などが

挙げられます。軽度の要介護状態では関節疾患と骨折が原因である場合が多く、重度の要介

護状態では脳血管疾患や認知症が原因の場合が多いようです。
     ●

   認知症に対する関心が高まってきていますが、介護を必要とする認知症患者は、2005年には

170万人程度（高齢者の約7％）と推計されていました。現状のまま推移すれば、2035年には2倍を

超える380万人程度（高齢者の約11％）になるものと思われます。

     ●

   認知症については、2004年からその病名を「痴呆」から「認知症」に変えたことなどもあり、

急速に知られるようになってきてはいますが、まだ原因究明や治療方法が見つからないことに加え

て、病気に対する正確な理解が行き渡っておらず、偏見や誤解も根強く残っています。そのため、

早期診断による適切な対応が難しいという現実もあります。
     ●

   しかし認知症はそのケアの方法如何で、現れる症状に変化が見られることもわかってきている

ため、行政とNPOなどの連携による活動として、認知症についての理解を深め、地域全体で支え合

うための取り組みも始まっています。
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認知症高齢者の数と高齢者全体に占める割合

厚生労働省『高齢者介護研究会報告書「2015年の高齢者介護」』（2003.6）

2005年

2010年

2015年

2020年

2025年

2030年

2035年

170万人（7%）

376万人（11%）

2.2倍
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 3  介護の担い手と介護サービス

   介護が必要な高齢者の半数以上は家族と同居していますが、こうしたケースでの世帯内での

介護は、7割が女性によって担われています。また約4割は、配偶者が介護をしているため、介護

者自身がかなり高齢になっていて大多数が60歳以上です。
     ●

   介護保険サービスは、運動機能の向上のための運動を行ったり、自宅で日常生活支援を行って

自分でできることを増やしたりすることを目的とした予防給付と、入浴、排せつ、食事等の日常生活

において介護を提供する介護給付とに分かれています。
     ●

   現在、介護サービス（予防サービス含む）受給者は約420万人（認定者の約8割）で、1人当たりにか

かる費用は要介護度にもよりますが平均すると、在宅サービスで月額7～ 20万円程度、施設サー

ビスでは重度の人が多いので約24～ 31万円です。このうち約1割が自己負担となりますが、施

設サービスでは、さらに保険外の費用として食事、居住費に加え、日常消耗品、教養娯楽費などが

自己負担金に加わります。居住費は、個室か相部屋かによっても費用が変わってきます。
     ●

   最近は、小規模多機能型の施設や認知症対応型グループホームなどの地域密着型サービス

も増えてきました。「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」

を組み合わせて柔軟にサービスを提供する「地域密着型サービス」は、今後も定着・発展が期

待されています。
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39歳以下

厚生労働省『国民生活基礎調査』（2010）
＊は 2007

厚生労働省『国民生活基礎調査』（2010）

要介護者と同居している介護者の続柄

要介護者と同居している主な介護者の性別・年齢階級別構成割合
（要介護者10万人対）

配偶者

子

子の配偶者

父母

その他の親族

歳以上

男性 女性

歳

歳

歳

歳

30.6%

20.5%

24.7%

22.5%9.5% 3.2%

2.8%
7.8%

19.7%

8.7%

21.0%

31.3%

28.4%

*

*

69.4%

男性

女性

23.7%

0.5%

3.1%

40.1%

32.6%
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■ 背景

公的介護保険制度は日本の社会

保険制度の中で最も新しいシステ

ムである。介護保険制度が導入さ

れるまでは、日本における高齢期の

介護は統一的なシステムはなく、

様々な制度等において行われてい

た。すなわち、施設介護について

は医療制度（病院）と福祉制度（特養）

の双方で行われ、これが老人医療

費の高騰要因となっていた。また

在宅介護については多くは家族介

護、特に女性により担われてきた。

しかし、こうした伝統的なシステ

ムは高齢化の急速な進展や就労女

性の増加、老人医療の高騰等によ

り次第に問題が顕在化し、介護問

題は国全体の大きな政策課題と

なった。こうした状況に対応する

ために1989年に「ゴールドプラン」

がスタートした。これは10年間の

国家戦略で社会サービスとして介

護サービスの提供基盤を拡大する

ものだった。また、サービス計画・

調整の権限が都道府県から市町村

へと委譲された。こうした約10年

にわたる基盤整備が2000年4月の

公的介護保険制度の創設へとつな

がった。

■ 制度の概要

公的介護保険制度は公的年金

や公的医療保険と同様、社会保険

モデルに立脚している。40歳以上

が強制加入となるが、給付対象は

主として65歳以上の者である。40

歳以上65歳未満の者への保険給

付はアルツハイマー病等特定の疾

病に起因する要介護状態などの場

合に限定されている。

公的介護保険の保険者は市町

村であり、その財源は、高齢者（65歳

以上）の保険料、40歳以上65歳未

満の保険料（医療保険者が徴収）、公費

（給付費の50％）である。高齢者の保

険料は市町村により異なるが、市町

村は3年ごとにサービス供給量や

保険料を見直す。地方レベルで給

付と負担の関係を明確化したこと

はこのシステムの一つの重要な特

徴である。

給付内容は現物給付であり、ドイ

ツのような現金給付は保険制度と

しては含まれていない。給付は、

施設サービス、在宅サービス、予防

給付、福祉用具貸与など様々であ

るが、支払いのルールは全国一律

であり、厚生労働省が価格表を策

定・改定する。また、自己負担は給

付費の1割である。

給付を受けるためには、市町村

が実施する要介護認定（全国的に統

一的な基準で行われる）を受ける必要

がある。2011年現在7つの段階が

ある。認定を受けた後、軽度者は

市町村が中心となって予防サービ

ス中心のサービス計画（ケアプラン）

を立てる。要介護者はケアマネ

ジャーが中心となってサービス計

画を立てる。このサービス計画策

定には高齢者やその家族のほか

サービス提供者も参加する。

■ 課題

公的介護保険制度導入後、サー

ビス利用は急増し5年間で倍増し

た。年金や医療と同様、急速な人

口変動により制度の持続可能性が

課題となってきている。2005年改

正では、予防の重視、地域ケアの拡

大、サービスの質の向上と認知症

ケアの充実などの施策を強調し

た。最近では介護人材の確保や、

在宅医療・在宅介護の充実等、住

み慣れた地域での生活の継続を支

える地域包括ケアシステムの整備

のため、更なる施策の充実が求め

られている。

【日本の公的介護保険制度】
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吉田サタ
1907年（明治 40年）生まれ
現役幼稚園園長（横浜市）
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